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第１章 

計画の目指すもの  

 
 
 

     １  計画の基本的な考え方 

     ２ 計画の「理念」・「目標」・「視点」 

     （１）３つの「理念」 

     （２）６つの「目標」 

     （３）施策推進の５つの「視点」 
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１ 計画の基本的な考え方 
 〇  地 域の つ なが りの 希薄 化等 に より 、地域 や家 庭の 子 育て 力が 低下 して い ます 。身

近に 相談 でき る 相手 がい ない など 、い わ ゆる「 育児 の孤 立 化 」や 、子 育て の知 恵 や
経 験 が 伝 承 さ れ に く く な っ た 結 果 、 子 育 て に 不 安 を 抱 え る 家 庭 が 増 加 し て い る こ
とも 指摘 され て いま す。あわ せて 、仕 事 と 子育 てを 両立 で きる 環境 の整 備が 必 ずし
も十 分で ない こ と等 から 、子 供が ほ しい とい う希 望が 叶 えに くく なっ てい ま す。  

 
 ○  こ うし た 状況 の中 、我 が国 の 出生 数は 100 万人 余り が 出生 した 2015 年 以 降減

少傾 向が 続い て いま す。2024 年 の 出生 数 は統 計開 始以 来、過 去最 少と なる 見 通し
であ り、 予想 を はる かに 超え る速 さ で少 子化 が進 展し て いま す。  

 
 ○  結 婚や 出産 は 、一 人 ひと りの 価値 観 や人 生観 に深 く関 わ るも ので あり 、社 会 が強

制す べき こと で はあ りま せん が、い かな る 時代 、ど のよ う な社 会 状況 にあ って も 、
全 て の 子 供 た ち の 育 ち を 支 え 未 来 を 守 っ て い く こ と 、 安 心 し て 子 供 を 産 み 育 て る
こと がで きる 環 境を 整備 して いく こ とは 、行 政 はも とよ り 、都 民、企 業な ど社 会全
体が 連携 して 取 り組 んで いく べき 課 題で す。  

 
 ○  と りわ け 、乳 幼児 期は 、生涯 にわ たる 人格 形成 の 基礎 を培 う上 で 、重 要な 時期 で

あり 、基礎 自治 体で ある 区市 町村 に おい て、妊 娠期 から の切 れ目 ない 支援 や 、質 の
高い 教育 ・保 育 を提 供で きる 体制 を 整備 する こと が必 要 です 。  

 
 ○  都 は 、広 域 自 治体 とし て 、子 供・子 育て 支援 を担 う 人材 の確 保・資 質向 上 や 特に

支援 を必 要と す る子 供や 家庭 への 支 援を 進め てい く必 要 があ りま す。  
   ま た 、家 庭 、学 校 、地 域 、職 域 その 他 の社 会の あら ゆ る分 野に おけ る全 て の構 成

員が 、子供・子育 て支 援の 重要 性に 対 する 関心 や理 解を 深 め、社会 全体 で子 育 てを
応援 して いく 機 運を 高め てい くこ と も重 要で す。  

 
 ○  こ うし た 考え 方に 立っ て 、都 は 、東 京都 子供・子育 て会 議に おけ る意 見 も踏 まえ

て、 本計 画を 策 定し まし た。  
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子ども・子育て支援法に基づく基本指針の概要 

  子ど も・子 育 て支 援法 第 60 条 第 1 項 の 規定 に基 づく「 教 育・保育 及び 地域 子 ども・
子育 て支 援事 業 の提 供体 制の 整備 並 びに 子ど も・子育 て 支援 給 付並 びに 地域 子 ども・
子 育 て 支 援 事 業 及 び 仕 事 ・ 子 育 て 両 立 支 援 事 業 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め の 基 本
的な 指針 」（ 平 成 26 年 7 月 告示 （平 成 30 年 3 月 並び に令 和 元 年９ 月及 び 12 月並 び
に令 和 2 年 9 月 並び に令 和 3 年 12 月並 び に令 和６ 年３ 月 及び 10 月改 正告 示））  

 
  指針 にお い ては 、以下 の事 項が 規 定 され てお り 、各 市 町 村 、都 道府 県は 、こ れ に即

して 市町 村子 ど も・子育 て支 援事 業 計画 、都 道 府県 子ど も・子 育て 支援 事業 支 援計 画
を定 める こと と され てい ます 。また 、計画 期間 の中 間年 を 目安 とし て 、必 要な 場合 に
は、 計画 の見 直 しを 行う こと とさ れ てい ます 。  

  ○ 子ど も ・子 育て 支援 の意 義 に関 する 事項  
  ○ 教育・保 育 を 提供 する 体制 の 確保 、子育 ての ため の 施設 等利 用給 付の 円 滑な 実

施の 確保 並び に 地域 子ど も・子育 て支 援 事 業及 び仕 事・子育 て 両 立支 援事 業の 実
施に 関す る基 本 的事 項  

  ○ 子ど も ・子 育て 支援 事業 計 画の 作成 に関 する 事 項  
  ○  児 童 福 祉 法 そ の 他 の 関 係 法 律 に よ る 専 門 的 な 知 識 及 び 技 術 を 必 要 と す る 児 童

の福 祉増 進の た めの 施策 との 連携 に 関す る事 項  
  ○  労 働 者 の 職 業 生 活 と 家 庭 生 活 と の 両 立 が 図 ら れ る よ う に す る た め に 必 要 な 雇

用環 境の 整備 に 関す る施 策と の連 携 に関 する 事項  
  ○ その 他 子ど も・ 子育 て支 援 のた めの 施策 の総 合 的な 推進 のた めに 必 要な 事項  
 

次世代法に基づく行動計画策定指針の概要 

  次世 代法 第 7 条 第 1 項 の規 定に 基づ く「 地方 公共 団 体及 び事 業主 が策 定 する 行動
計画 の指 針」（平 成 26 年 11 月告 示（ 令 和 元年 11 月、 令和 ３ 年 ２月 、令 和４ 年 ３月
及び 令和 ６ 年 10 月 改 正告 示））  

 
  指針 にお い ては 、①次 世代 育成 支 援対 策の 実施 に関 す る基 本的 な事 項、② 次世 代 育

成 支 援 対 策 の 内 容 に 関 す る 事 項 、 ③ そ の 他 次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 実 施 に 関 す る 重 要
事項 が定 めら れ てい ます 。  
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こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱の概要 

  子ど もの 貧 困対 策法 第８ 条 第 1 項に 基づ き、平 成 26 年 8 月閣 議決 定（ 令和 元 年 11
月新 たな 大綱 を 閣議 決定 ）  

  こど も基 本 法第 ９条 第１ 項に 基 づき 、令 和５ 年 12 月こ ど も大 綱を 閣議 決 定（ こど
も基 本法 第９ 条 第３ 項に は、こど も 大綱 に 含め なけ れば な らな い事 項と して 、子ど も
の貧 困対 策の 推 進に 関す る法 律第 ８ 条第 ２項 各号 に掲 げ る事 項と 記載 ）  

 
  こど も大 綱 は 、これ まで 別々 に 作成・推進 され てき た 、少 子化 社会 対策 基 本法 、子

ど も ・ 若 者 育 成 支 援 推 進 法 及 び 子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く ３ つ
の こ ど も に 関 す る 大 綱 を 一 つ に 束 ね 、 こ ど も 施 策 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 や 重 要 事 項
等を 一元 的に 定 める もの とさ れて い ます 。  

 
  令和 ６年 子 ども の貧 困対 策法 が 改正 され、「 子ど もの 貧 困 対策 の推 進に 関 する 法律」

の 名 称 が 「 こ ど も の 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」 に 改 め ら れ ま し
た。改 正法 にお いて は、こ ども 貧困 大綱 を定 める 際に は 、貧 困の 状況 にあ る こど も及
びそ の家 族等 関 係者 の意 見反 映に 必 要な 措置 を講 ずる 規 定が 新設 され まし た 。  
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２ 計画の「理念」・「目標」・「視点」 
  本計 画は 、子ど も・子 育て 支援 法に 基づ く都 道府 県 子ど も・子 育て 支援 事業 支援 計

画と 、次 世代 法 に基 づ く都 道府 県行 動 計画 、こど もの 貧困 解 消法 に基 づく 都道 府 県こ
ども の貧 困の 解 消に 向け た対 策に つ いて の計 画と を併 せ て策 定す る計 画で す 。  

  第１ 期計 画 及び 第２ 期計 画で は、「 ３ つの 理念 」、「 ５つ の 目標」、「５ つ の視 点 」を
設定 し、 子供 ・ 子育 て支 援の 取組 を 進め てき まし た。  

  本計 画は 、第１ 期計 画及 び第 ２ 期計 画に おけ る理 念・目 標・施 策推 進の 視点 を引 き
継い だ上 で、新た に 目標 を１ つ追 加 し、「 ６つ の目 標」とす る など の改 善を 行 い、子
供・ 子育 て支 援 の多 様な 取組 を一 層 推進 して いき ます 。  

 
 
 

 
 
 
 

（１）３つの「理念」 

  本計 画で は 、以 下の 「3 つの 理 念」 を掲 げて いま す 。  
   ・「子 供自 身」 に焦 点を 当て た 理念           （ 理念 Ⅰ）  
   ・「子 育て への 支援 」に 焦点 を 当て た理 念       （ 理念 Ⅱ）  
   ・「社 会全 体で 支え る」 こと の 重要 性に 焦点 を当 て た理 念（ 理念 Ⅲ）  
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理念 Ⅰ 子供 一 人ひ とり が個 性や 創 造力 を伸 ばし 、  
社会 の一 員と し て自 立す る環 境を 整 備・ 充実 する 。  

  子供 は 、大 いな る 可能 性を 秘め た かけ がえ のな い存 在 で、あ らゆ る場 面に お い
て権 利の 主体 と して 尊重 され る必 要 があ りま す。  

  そし て、成 長段 階に 応じ た教 育・保 育、豊か な遊 び や自 然体 験、多種 多 様な 経
験 や 人 と の 関 わ り を 積 み 重 ね る こ と を 通 じ 、 多 く の 知 識 や 技 能 を 身 に 付 け る と
とも に、 人間 性 や社 会性 を育 み、 自 立し た大 人へ と成 長 して いき ます 。  

  また 、自ら の意 見 が十 分に 聴か れ 、そ れ によ り社 会に 何 らか の影 響や 変化 を も
たら す経 験は 、自己 肯 定感 や自 己有 用 感、社 会の 一員 とし て の主 体性 を高 める こ
とに つな がり ま す。年齢 及び 発達 の 程度 に応 じて 、子 供の 意 見が 尊重 され 、子 供
の 最 善 の 利 益 が 実 現 さ れ る よ う 、 子 供 の 社 会 参 画 と 意 見 反 映 を 進 め て い く こ と
が求 めら れて い ます 。  

  子供 一人 ひ とり が、適 切 な養 育・教育・医療 や 多様 な体 験 機会 その 他の 権 利利
益を 害さ れ社 会 から 孤立 する こと な く、個 性や 創造 力を 十 分に 伸ば し、夢 や希 望
を持 つこ とが で きる とと もに 、社 会の 一 員と して 自立 で きる よう、家 庭・学 校・
地域 で必 要な 環 境の 整備 や連 携を 進 めて いく こと が必 要 です 。  

 
理念 Ⅱ 安心 し て子 供を 産み 育て 、 子育 ての 喜び を実 感 でき る社 会を 実現 す る。  
  子供 にと っ て家 庭は 、安 ら ぎの 場で あ り、人間 形 成の 行わ れ る最 初の 場で も あ

りま す。か けが えの な い家 庭の 役割 が 十分 に果 たさ れる よ う、環 境を 整備 して い
くこ とは 、社 会 とし て取 り組 むべ き 課題 です 。  

  子供・子 育 て支 援施 策の 充実 、ライ フ・ワー ク・バ ラン ス の推 進や 多様 で 柔軟
な 働 き 方 の 実 現 な ど に よ り 、 希 望 す る 全 て の 人 た ち が 、 安 心 し て 子 供 を 産 み 育
て 、 子 育 て の 喜 び を 実 感 で き る 社 会 の 実 現 に 向 け て 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ り
ます 。  

 
理念 Ⅲ 社会 全 体で 子供 と子 育て 家 庭を 支援 する 。  
  子ど も・子 育て 支 援法 や次 世代 法 の基 本理 念に も規 定 され るよ うに 、子育 ての

第 一 義 的 な 責 任 は 父 母 等 の 保 護 者 に あ り ま す 。 同 時 に 、 次 代 を 担 う 人 材 の 育 成
は、社会 全 体の 責務 で あり 、様 々 な環 境の 下 で育 つ子 供た ち が等 しく 育ま れる よ
うに して いか な けれ ばな りま せん 。  

  次 代 を 担 う 子 供 を 育 成 す る こ と の 意 義 を 社 会 全 体 で 共 有 し 、 子 供 と 子 育 て を
応援 する 機運 を 醸成 する とと もに 、都 民・企業、Ｎ ＰＯ 団体 な ど様 々な 地域 の 団
体や 行政（ 国・都・区 市町 村 ）が 、それ ぞ れの 役割 を踏 ま えて 、ライ フス テー ジ
を通 じて 、子 供 の育 ちと 子育 て家 庭 を支 援し てい くこ と が必 要で す。  
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（２）６つの「目標」 

  本計 画の 「 3 つ の理 念」 を実 現 する ため 、６ つの 目 標を 設定 して いま す 。  
 

目標 １ 地域 に おけ る妊 娠・ 出産 ・ 子育 ての 切れ 目な い 支援 の仕 組み づく り  
○ 安心 して 子 供を 産み 育て るた め には 、妊娠 期間 中や 出 産後 に、必要 な 医療 や子

供・ 子育 て支 援 サー ビス を適 切に 利 用で きる 体制 を整 備 する こと が必 要で す 。  
○  ま た 、 子 育 て 家 庭 の 孤 立 化 を 防 ぐ と と も に 子 育 て 家 庭 が 抱 え る 課 題 を 早 期 に

把握 する ため に は、継続 的な 状況 把 握や 支援 を行 い、必要 に 応じ て利 用勧 奨・措
置に よる 提供 を 行う とと もに 、支援 に関 す る情 報を 十分 に 提供 し、活用 や 参加 を
呼び かけ るこ と も重 要で す。  

○ 子供 や家 庭 がニ ーズ に合 った サ ービ スを 利用 でき る よう 、地 域に おけ る 子供・
子育 て支 援の 実 施主 体で ある 区市 町 村を 支援 し、妊娠・出 産・子育 てを 切れ 目 な
く支 援す る体 制 を整 備し てい きま す 。  

○ また 、全 て の子 供た ちの 育ち を 切れ 目な く支 援し て いき ます 。  
 

目標 ２ 乳幼 児 期に おけ る教 育・ 保 育の 充実  
○ 乳幼 児期 は、心 情、意 欲、態度 、基 本 的な 生活 習慣 な ど、生涯 にわ たる 人 格形

成の 基礎 が培 わ れる 極め て重 要な 時 期で す。子供 が 自己 を十 分 に発 揮し 、乳幼 児
期に ふさ わし い 経験 が積 み重 ねら れ るよ う、発達 過 程に 応じ た 教育・保 育 が必 要
です 。  

○ 認定 こど も 園、幼稚 園や 保育 所 等は 、少子 化 など を背 景 に、子 供 同士 が集 団 の
中で 育ち 合う 場 とし て重 要性 が増 す と同 時に 、地 域 の子 供・子 育て 支援 の中 核 的
な役 割を 担う こ とも 期待 され てい ま す。  

○ 乳幼 児期 の 重要 性や 特性 を踏 ま えた 質の 高い 教育・保育 が 確保 され 、地域 の子
育て 家庭 の期 待 に応 えら れる よう 必 要な 支援 を行 って い きま す。  

 
目標 ３ 子供 の 成長 段階 に応 じた 支 援の 充実  
○ 子供 の権 利 擁護 の観 点か ら 、子 供の 権 利に つい ての 理 解促 進、体罰 等 によ らな

い子 育て の推 進 、子 供の 意見 表明 権 を保 障す る取 組が 必 要で す。  
○ 「未 来の 東 京」に 生き る子 供た ち が、自ら の個 性や 能 力を 伸ば し、様々 な 困難

を乗 り越 え 、人 生を 切 り拓 いて いく こ とが でき るよ うに な るこ とを 目指 し 、誰 一
人取 り残 さず 、全て の 子供 が将 来へ の 希望 を持 って 自ら 伸 び、育 つ教 育の 実現 を
図っ てい く必 要 があ りま す。  

○  主 体 的 に 社 会 の 形 成 に 参 画 す る 態 度 を 育 む こ と が で き る よ う 、 一 人 ひ と り の
社会 的・職 業的 自立 に 向け た資 質・能 力の 育 成、キ ャリ ア教 育の 充 実が 重要 です 。 
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○ また 、共 働き 家 庭の 増加 や、都市 化 によ って 、放 課後 等 に地 域に おい て 子供 が
安全 に過 ごす こ との でき る場 の確 保 も求 めら れて いま す 。  

○  子 供 の 成 長 段 階 に 応 じ た 質 の 高 い 教 育 が 提 供 さ れ る よ う 、 子 供 を 取 り 巻 く 問
題に 学校 ・家 庭 ・地 域・ 区市 町村 ・ 関係 機関 等が 連携 し て取 り組 んで いき ま す。
また 、次 代 を担 う若 者 の就 業促 進や 自 立支 援、子供 の 居場 所づ く りを 進め てい き
ます 。  

 
目標 ４ 子供 の 貧困 の解 消に 向け た 対策 の推 進  
○ 子供 の貧 困 は、経済 的な 面だ け では なく、心 身の 健康 や 衣食 住、進学 機会 や 学

習意 欲、前向 きに 生 きる 気持 ちを 含 め、子供 の権 利利 益 を侵 害す ると とも に、社
会的 孤立 にも つ なが る深 刻な 課題 で あり 、子供 の貧 困を 解 消し 、貧困 によ る困 難
を、 子供 たち が 強い られ るこ とが な いよ うな 社会 をつ く る必 要が あり ます 。  

○ 子供 の貧 困 の解 消に 向け た対 策 は、子 供の 現在 の貧 困 を解 消す ると とも に 、子
供の 将来 の貧 困 を防 ぐこ とを 第一 と して 、推 進さ れな け れば なり ませ ん。  

○  ま た 、 貧 困 の 状 況 に あ る 者 の 妊 娠 か ら 出 産 ま で 及 び そ の 子 供 が 大 人 に な る ま
で の 過 程 の 各 段 階 に お け る 支 援 が 切 れ 目 な く 行 わ れ る よ う 、 推 進 さ れ な け れ ば
なり ませ ん。  

○  貧 困 の 状 況 に あ る 子 供 及 び そ の 家 族 に 対 し 、 そ の 状 況 に 応 じ て 支 援 を 包 括 的
かつ 早期 に講 ず るこ とが 求め られ て いま す。  

○ 貧困 を解 消 し、貧 困の 連鎖 を断 ち 切る ため 、地 域 や社 会全 体 で課 題を 解決 す る
とい う認 識の 下、教 育の 支援 、生 活の 安 定に 資す るた め の支 援、保 護 者の 就労 の
支援 、経 済的 支 援等 を進 めて いき ま す。  

 
目標 ５ 特に 支 援を 必要 とす る子 供 や家 庭へ の支 援の 充 実  
○ 支援 が必 要 なヤ ング ケア ラー に 対し て、関係 機 関・団体 等 が緊 密に 連携 し て早

期に 発見 し、 適 切な 支援 につ なげ る 取組 が求 めら れて い ます 。  
○ また 、虐待 など 、様々 な理 由に よ り親 と暮 らす こと の でき ない 子供 が増 え てお

り、関 係 機関 が一 層 の連 携強 化を 図 り、地域 社会 が一 体 とな って、虐 待の 未然 防
止・ 早期 発見 や 自立 支援 など の取 組 を進 める 必要 があ り ます 。  

○ さら に、発達 障 害を 含む 障害 の ある 子供、医 療的 ケア 児、外国 につ なが る 子供
のニ ーズ に応 じ た適 切な 支援 が求 め られ てい ます 。  

○  児 童 相 談 所 が 関 わ る 子 供 に つ い て 、 児 童 福 祉 審 議 会 等 を 活 用 し た 権 利 擁 護 の
環境 整備 を行 う こと や、 意見 表明 等 を支 援す る体 制の 整 備が 必要 です 。  
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○  社 会 的 養 護 を 必 要 と す る 全 て の 子 供 が 適 切 に 保 護 さ れ 、 養 育 者 と の 愛 着 関 係
を形 成し 、心身 とも に 健や かに 養育 さ れる よう 、家 庭 にお ける 養 育環 境と 同様 の
養 育 環 境 や で き る 限 り 良 好 な 家 庭 的 環 境 に お い て 養 育 さ れ る こ と が 求 め ら れ て
いま す。また 、社 会的 養護 の下 で育 つ 子供 の権 利保 障や 支 援の 質の 向上 、施 設退
所後 等の 自立 支 援の 取組 を進 める 必 要が あり ます 。  

○  様 々 な 環 境 の 下 で 育 つ 子 供 一 人 ひ と り が 夢 や 希 望 を 持 つ こ と が で き る よ う 、
子 供 の 最 善 の 利 益 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 子 供 や 保 護 者 の 置 か れ た 状 況 や 心 身 の
状 態 を 的 確 に 把 握 し た 上 で 、 特 に 支 援 を 要 す る 子 供 や 家 庭 に 対 す る 支 援 を 総 合
的に 進め てい き ます 。  

 
目標 ６ 次代 を 担う 子供 たち を健 や かに 育む 基盤 の整 備  
＜家 庭生 活と 仕 事と の両 立の 実現 ＞  
○  多 様 で 柔 軟 な 働 き 方 を 支 援 し 、 男 女 共 に 子 育 て 等 の 家 庭 生 活 に 十 分 な ゆ と り

を持 てる 社会 の 実現 が求 めら れて い ます 。  
○  ラ イ フ ・ ワ ー ク ・ バ ラ ン ス の 推 進 に 取 り 組 む 企 業 等 へ の 支 援 を 進 め る と と も

に、性別 に かか わら ず 、育 児休 業 や看 護休 暇 など を取 得し や すい 職場 環境 づく り
や、働 き方 の見 直し に 向け た普 及啓 発 及び 気運 醸成 を 、事 業者 団 体、Ｎ ＰＯ 団体 、
企業 等と 共に 進 めて いき ます 。  

○ また 、家 庭 と両 立し なが ら再 び 仕事 に就 きた いと 考 えて いる 方を 主な 対 象に 、
き め 細 か い 就 職 支 援 や 職 業 訓 練 に よ る 能 力 開 発 を 行 い 、 再 就 職 を 支 援 し て い き
ます 。  

＜安 心・ 安全 を 確保 しな がら 、社 会 全体 で子 育て しや す い環 境を 整備 ＞  
○  子 育 て 家 庭 が 安 心 し て 暮 ら せ る 住 環 境 の 確 保 や 、 交 通 事 故 や 不 慮 の 事 故 か ら

子供 を守 るた め の情 報提 供や 普及 啓 発が 求め られ てい ま す。  
○ また 、子供 が犯 罪 の被 害者 にな る 事件 が後 を絶 たな い 一方 、子供 や若 者に よ る

犯罪 も発 生し て おり 、こ れら を防 ぐ ため の取 組も 重要 と なっ てい ます 。  
○  親 子 が 一 緒 に 安 心 し て 外 出 で き る 環 境 の 整 備 や 、 安 心 し て 生 活 で き る 良 質 な

居住 環境 の整 備 を進 めて いき ます 。ま た、交通 事故 や、家庭 内 での 不慮 の事 故 を
防ぐ ため 、子 供 の事 故予 防に 必要 な 情報 の提 供等 を行 っ てい きま す。  

○ 子供 の健 や かな 育ち のた めに 、学校 や 地域 の関 係諸 機 関と の連 携を 強化 し 、子
供を 犯罪 や有 害 な環 境か ら守 る仕 組 みづ くり に取 り組 ん でい きま す。  

○ 様々 な分 野 の関 係機 関・団体 の連 携 を通 じて 、社 会全 体 で子 供・子育 てを 応 援
する 機運 を醸 成 しま す。  
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（３）施策推進の５つの「視点」 

  本計 画の 推 進に 当た って 、特に 留 意 すべ き視 点と し て 、以下 の「５ つの 視 点 」を掲
げて いま す。  

 
視点 ① 子供 の 立場 から の視 点  
○ 子育 て支 援 に当 たっ ては 、子供 の年 齢 及び 発達 の程 度 に応 じて 、そ の 意見 が尊

重さ れ、子 供の 最善 の 利益 が最 優先 さ れな けれ ばな りま せ ん。子 供が 安心 して 意
見 を 述 べ る こ と が で き る 場 や 機 会 を 作 る と と も に 、 意 見 を 持 つ た め の 様 々 な 支
援を 行い 、社 会 づく りに 参画 でき る 機会 を保 障す るこ と が重 要で す。  

○  幼 い 頃 か ら 積 み 重 ね ら れ た 主 体 的 な 自 己 決 定 や 意 見 表 明 の 経 験 は 、 青 年 期 か
ら 成 人 期 に 至 る 若 者 の 意 見 表 明 や 主 体 的 な 社 会 参 画 に つ な が る と い う 視 点 を 持
つこ とが 重要 で す。  

○  貧 困 と 格 差 は 子 供 や そ の 家 族 の 生 活 や 人 生 に お け る 選 択 可 能 性 を 制 約 し 、 ひ
いて は社 会の 安 定と 持続 性の 低下 に つな がり ます 。この ため 、貧困 と格 差の 解 消
を図 るこ とは 、良好 な 成育 環境 を確 保 し、全 ての 子供 が心 身 とも に健 やか に成 長
でき るよ うに す るた めの 前提 であ り 、全 ての 子供 施策 の 基盤 とな りま す。  

○ 子供 の成 長 にと って 、誕生 前か ら幼 児 期ま では 特に 重 要な 時期 であ り 、「愛 着」
の形 成及 び豊 か な「 遊び と体 験」の機 会 が保 障さ れる よ う、家庭、幼 児教 育・保
育施 設、関係 機関 、地 域等 が連 携し 、切 れ 目な く子 供の 育 ちを 支え るこ とが 重 要
です 。  

 
視点 ② 子供 の 育つ 場と して の家 庭 を包 括的 に支 える 視 点  
○ 児童 虐待 や 非行 など 、子 供 をめ ぐる 問 題の 背景 には 、子供 の 育っ た家 庭が 様 々

な問 題を 抱え て いる 場合 も多 く、 子 供だ けで なく 家庭 に 対す る支 援も 必要 で す。 
○ 子供 や親 へ の個 別の 対応 だけ で はな く、家 庭 が抱 えて い る問 題を 、包 括的・一

体的 に捉 え 、福 祉・保健・医療・教育・警 察等 の各 機関 が 協力 し 、切 れ目 ない 支
援を 総合 的に 展 開し てい きま す。  

 
視点 ③ 「全 て の子 育て 家庭 」へ の 支援 の視 点  
○ 家庭 の状 況 にか かわ らず 、子育 ての 負 担や 不安 、孤立 感を 抱 えて いる 状況 が あ

りま す。幼稚 園や 保 育所 等を 利用 す る子 供の 家庭 等だ け でな く、「 全て の 子育 て
家庭 」を 対象 と した 支援 の重 要性 が 増し てい ます 。  

○  全 て の 子 供 の 健 や か な 育 ち を 担 保 す る た め 、 現 行 の 制 度 や 事 業 内 容 に と ら わ
れず 、柔 軟 な発 想で 多 様な 子供・子育 て支 援 のニ ーズ に対 応 して いく 必要 があ り
ます 。  
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○ また 、デジ タル 分 野に おい ても 、組織 や 行政 の垣 根を 越 えて 便利 で快 適な 子 育
て支 援サ ービ ス を実 現す るこ とが 重 要で す。  

○ 全て の子 育 て家 庭が 地域 にお い て安 心し て子 育て が でき るよ う、子 供・子育 て
支 援 を 一 層 充 実 さ せ る と と も に 、 必 要 な 家 庭 が サ ー ビ ス を 適 切 に 利 用 で き る よ
うに 積極 的に 情 報提 供し てい きま す 。  

○ 親の ニー ズ や働 き方 も多 様化 し てお り、子供 と 子育 て家 庭 が、適切 か つ質 の高
い子 供・ 子育 て 支援 を利 用で きる 体 制を 整備 する こと が 重要 です 。  

○ 行政 だけ で なく 、都 民、 企業 、NPO 団体 など 様々 な 地域 の団 体や 都民 が 、そ
れぞ れの 役割 の もと に、子供 と 子育 て家 庭 に寄 り添 い 、様 々な ニ ーズ に対 応し て
いき ます 。  

 
視点 ④ 大都 市 東京 のニ ーズ と特 性 を踏 まえ た視 点  
○ 東京 では 、多様 な就 業・勤務 形 態等 を背 景に 、子 供・子 育 て支 援に 関す る ニー

ズが 多様 化し て いま す。  
○ 一方 、東 京に は、サー ビス 産業 を 中心 とす る多 くの 企 業や 、特色 の ある 活動 を

活発 に展 開し て いる NPO 団 体等 の 民間 団 体が 集ま って い るこ とに 加え 、情報 や
人材 の集 積、 利 便性 の高 さな ど、 大 都市 特有 の利 点が あ りま す。  

○  子 供 ・ 子 育 て 支 援 の ニ ー ズ を 的 確 に 把 握 す る と と も に 、 多 く の 民 間 サ ー ビ ス
や、ＮＰ Ｏ 団体 をは じ めと する 東京 の 豊富 な社 会資 源を 組 み合 わせ 、そ れ らを 最
大限 に生 かし て 子供 ・子 育て 支援 に 取り 組ん でい きま す 。  

 
視点 ⑤ 広域 的 な自 治体 の役 割か ら の視 点  
○ 子供 ・子 育 て支 援の 実施 主体 は 区市 町村 です が、 都 は広 域的 な自 治体 と して 、

都内 の全 ての 区 市町 村に おい て 、地 域ニ ー ズに 応じ た子 供・子 育 て支 援が 適切 に
提 供 さ れ る よ う 、 財 政 面 や 技 術 面 か ら の 支 援 を 行 う 役 割 を 担 っ て い く 必 要 が あ
りま す。また 、区 市町 村の 区域 を越 え る広 域的・専 門的 な課 題 にも 対応 して い く
必要 があ りま す 。  

○  子 供 ・ 子 育 て 支 援 を 担 う 人 材 の 確 保 と 育 成 は 、 一 義 的 に は 事 業 者 の 責 任 で す
が、都と し て必 要な 支 援の 質と 量を 確 保す るた め、事 業者 の取 組 を支 援し てい き
ます 。  

○  区 市 町 村 に よ る 子 供 ・ 子 育 て 支 援 が 体 系 的 か つ 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 支 援 す
る と と も に 、 特 に 支 援 を 必 要 と す る 子 供 や 家 庭 へ の 支 援 の 充 実 に 取 り 組 ん で い
きま す。  

 


